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中間貸借対照表
（単位：百万円）

期 別
科 目 2024年9月期末 2025年9月期末

（資産の部）
現 金 預 け 金 27,929 30,420
有 価 証 券 49,493 49,167
貸 出 金 191,940 197,662
そ の 他 資 産 404 480

そ の 他 の 資 産 404 480
有 形 固 定 資 産 2,184 2,392
無 形 固 定 資 産 67 50
支 払 承 諾 見 返 732 727
貸 倒 引 当 金 △3,050 △2,385
〔資 産 の 部 合 計〕 269,701 278,516

（負債の部）
預 金 243,817 250,226
借 用 金 3,900 3,900
そ の 他 負 債 2,094 1,998

未 払 法 人 税 等 187 154
そ の 他 の 負 債 1,907 1,844

賞 与 引 当 金 229 247
役員退職慰労引当金 114 134
睡眠預金払戻損失引当金 42 20
繰 延 税 金 負 債 500 936
再評価に係る繰延税金負債 188 192
支 払 承 諾 732 727
〔負 債 の 部 合 計〕 251,620 258,384

（純資産の部）
資 本 金 2,679 2,679
資 本 剰 余 金 1,259 1,259

資 本 準 備 金 1,259 1,259
利 益 剰 余 金 11,432 12,313

利 益 準 備 金 1,021 1,056
その他利益剰余金 10,411 11,257
別 途 積 立 金 4,367 4,367
繰越利益剰余金 6,044 6,889

自 己 株 式 △86 △90
株 主 資 本 合 計 15,285 16,161
その他有価証券評価差額金 2,409 3,595
土 地 再 評 価 差 額 金 385 375
評価・換算差額等合計 2,795 3,970
〔純 資 産 の 部 合 計〕 18,081 20,132
負債及び純資産の部合計 269,701 278,516

中間損益計算書
（単位：百万円）

期 別
科 目 2024年9月期 2025年9月期

経 常 収 益 3,244 3,482

資 金 運 用 収 益 2,667 3,033

（うち貸出金利息） （2,169） （2,336）

（うち有価証券利息配当金） （475） （616）

役 務 取 引 等 収 益 311 238

そ の 他 業 務 収 益 65 51

そ の 他 経 常 収 益 200 158

経 常 費 用 2,452 2,646

資 金 調 達 費 用 45 255

（う ち 預 金 利 息） （45） （255）

役 務 取 引 等 費 用 421 420

そ の 他 業 務 費 用 13 61

営 業 経 費 1,668 1,703

そ の 他 経 常 費 用 304 204

経 常 利 益 792 835

特 別 利 益 ― 0

固定資産処分益 ― 0

特 別 損 失 0 26

固定資産処分損 0 26

税 引 前 中 間 純 利 益 792 809

法人税、住民税及び事業税 181 216

法 人 税 等 調 整 額 53 △92

法 人 税 等 合 計 235 124

中 間 純 利 益 556 685
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中間株主資本等変動計算書
2024年9月期 （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 2,679 1,259 1,007 4,367 5,567 10,941
当中間期変動額
利益準備金の積立 14 △14 ―
剰余金の配当 △65 △65
中間純利益 556 556
自己株式の取得
土地再評価差額金の取崩 ― ―
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 ― ― 14 ― 477 491
当中間期末残高 2,679 1,259 1,021 4,367 6,044 11,432

（単位：百万円）
株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 △83 14,797 3,181 385 3,567 18,364
当中間期変動額
利益準備金の積立 ― ―
剰余金の配当 △65 △65
中間純利益 556 556
自己株式の取得 △2 △2 △2
土地再評価差額金の取崩 ― ―
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） △771 △771 △771

当中間期変動額合計 △2 488 △771 ― △771 △283
当中間期末残高 △86 15,285 2,409 385 2,795 18,081

2025年9月期 （単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 2,679 1,259 1,034 4,367 6,330 11,732
当中間期変動額
利益準備金の積立 22 △22 ―
剰余金の配当 △109 △109
中間純利益 685 685
自己株式の取得
土地再評価差額金の取崩 5 5
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 ― ― 22 ― 558 580
当中間期末残高 2,679 1,259 1,056 4,367 6,889 12,313

（単位：百万円）
株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 △90 15,581 2,466 380 2,846 18,428
当中間期変動額
利益準備金の積立 ― ―
剰余金の配当 △109 △109
中間純利益 685 685
自己株式の取得 △0 △0 △0
土地再評価差額金の取崩 5 5
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 1,128 △5 1,123 1,123

当中間期変動額合計 △0 580 1,128 △5 1,123 1,704
当中間期末残高 △90 16,161 3,595 375 3,970 20,132
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中間キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

期 別
科 目 2024年9月期 2025年9月期

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益 792 809
減価償却費 67 83
貸倒引当金の増減（△） △24 △94
賞与引当金の増減額（△は減少） 6 3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22 10
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △4 △13
資金運用収益 △2,667 △3,033
資金調達費用 45 255
有価証券関係損益（△） △220 △139
固定資産処分損益（△は益） 0 26
貸出金の純増（△）減 △3,941 △2,321
預金の純増減（△） 15,273 15,323
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △1,000 ―
資金運用による収入 2,729 3,027
資金調達による支出 △35 △184
その他 1,259 81

小 計 12,258 13,833
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △82 △85
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,175 13,748

投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △7,991 △15,863
有価証券の売却による収入 2,251 7,477
有価証券の償還による収入 4,385 1,343
有形固定資産の取得による支出 △23 △239
有形固定資産の売却による収入 ― 22
無形固定資産の取得による支出 △7 △9
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,384 △7,270

財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 △2 △0
配当金の支払額 △65 △108
財務活動によるキャッシュ・フロー △68 △109

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,722 6,369
現金及び現金同等物の期首残高 17,207 24,051
現金及び現金同等物の中間期末残高 27,929 30,420
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2025年9月期 注記事項
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（重要な会計方針）
１． 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法によ
り算定）により行っております。
なお、商品有価証券は保有しておりません。

２． 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均

法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については時
価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格の
ない株式等については、移動平均法による原価法により行って
おります。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直

入法により処理しております。
３． 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額
を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物：６年〜47年
その他：３年〜20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、

自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能
期間（５年）に基づいて償却しております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定

資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間
を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残
存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがある
ものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としており
ます。
なお、該当するリース資産はありません。

４． 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次
のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸
倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀
行等監査特別委員会報告第４号 2022年４月14日）に規
定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権について
は、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は
３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間
における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等
必要な修正を加え算定しております。破綻懸念先債権に相当
する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び
保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と
認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債
権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上
しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連

部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しておりま
す。

（2）賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業

員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属
する額を計上しております。

（3）役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備

えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当
中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（4）睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金につ

いて、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求
に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上して
おります。

５． 重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を
適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
金額で収益を認識しております。

６． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の資産については、中間決算日の為替相場による円換

算額を付しております。なお、外貨建の負債は保有しておりま
せん。

７． 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間

貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金および預入期間が３
ヵ月以内の預け金であります。

８． その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間
の費用に計上しております。

（2）関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した
会計処理の原則及び手続
投資信託の解約・償還に伴う差損益については、「有価証

券利息配当金」に計上しております。ただし、投資信託の期
中収益分配金等が全体で損となる場合は、その金額を「その
他業務費用」の国債等債券償還損に計上しております。
当中間会計期間は、投資信託の期中収益分配金等が全体で

益となるため、「有価証券利息配当金」に２億18百万円を計
上しております。
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（中間貸借対照表関係）
１． 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に

基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借
対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支
払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社
債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）に
よるものに限る。）、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び
仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものでありま
す。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 848百万円
危険債権額 3,639百万円
三月以上延滞債権額 36百万円
貸出条件緩和債権額 440百万円
合計額 4,965百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、
更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻
に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であ
ります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていない

が、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本
の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更
生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の

翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶
予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出
金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三
月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は貸倒引当金控除前の金額であります。

２． 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関す
る会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委
員会実務指針第24号 2022年３月17日。以下「業種別委員
会実務指針第24号」という。）に基づき金融取引として処理し
ております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は
（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま
すが、その額面金額は次のとおりであります。

226百万円
３． ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペ

ーションの会計処理及び表示」（移管指針第１号 2024年７
月１日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理
した参加元本金額のうち、中間貸借対照表計上額は次のとおり
であります。

100百万円
４． 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産
有価証券 6,130百万円

担保資産に対応する債務
借用金 3,900百万円

上記のほか、為替決済の取引の担保として、次のものを差し
入れております。

有価証券 1,998百万円
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、そ

の金額は次のとおりであります。
保証金 36百万円

なお、手形の再割引は、「業種別委員会実務指針第24号」に
基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡
した商業手形はありません。

５． 当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限
度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら
の契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

融資未実行残高 11,899百万円
うち原契約期間が１年以内のもの 10,186百万円

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するも
のであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来
のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。こ
れらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその
他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資
の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付
けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め
定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応
じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

６． 土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第
34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価
差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した
金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しており
ます。
再評価を行った年月日 1998年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日
公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法第16
条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の
価額を算定するために国税庁長官が公表した方法により算
定した価額に基づいて、時点の修正、画地修正等、合理的
な調整を行って算出しております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中
間会計期間末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評
価後の帳簿価額の合計額との差額

455百万円
７． 有形固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額 2,673百万円
８． 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取

引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額
1,420百万円

（中間損益計算書関係）
１． その他経常収益には、次のものを含んでおります。

株式等売却益 153百万円
２． 営業経費には、次のものを含んでおります。

給料・手当 878百万円
３． 減価償却実施額は次のとおりであります。

有形固定資産 69百万円
無形固定資産 14百万円

4． その他経常費用には、次のものを含んでおります。
貸倒引当金繰入額 68百万円
株式等売却損 3百万円
債権売却損 94百万円

5． 減損損失
当中間会計期間における減損損失は、該当ありません。

2026年01月27日 09時45分 14ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



事
業
の
概
況

地
域
密
着
型
金
融
の

取
り
組
み
状
況

資
本
金
・
株
式
・
従
業
員

の
状
況

中
間
財
務
諸
表

損
益
の
状
況

営
業
の
状
況

各
種
経
営
指
標

バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ（
第
３
の
柱
）

に
基
づ
く
開
示
事
項

中間財務諸表

13

（中間株主資本等変動計算書関係）
１． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数

に関する事項
（単位：千株）

当事業年度
期首株式数

当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計
期間末株式数 摘要

発行済株式
普通株式 22,034 ─ ─ 22,034
合 計 22,034 ─ ─ 22,034

自 己 株 式

普通株式 208 0 ― 209
(注)単元未
満株式の買
取りによる
増加

合 計 208 0 ― 209

２． 配当に関する事項
（1）当中間会計期間中の配当金支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年５月23日
取締役会 普通株式 109 5.0 2025年

３月31日
2025年
５月30日

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効
力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

配当の
原資

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年11月５日
取締役会 普通株式 87 利益剰余金 4.0 2025年

９月30日
2025年
11月26日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係
現金預け金勘定 30,420百万円
現金及び現金同等物 30,420百万円

（金融商品関係）
１． 金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとお
りであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金
は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預
け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するこ
とから、注記を省略しております。

（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額

（1）有価証券
満期保有目的の債券 ― ― ―
その他有価証券 49,024 49,024 ―

（2）貸出金 197,662
貸倒引当金（＊） △2,369

195,293 196,830 1,537
資産計 244,317 245,854 1,537
（1）預金 250,226 250,131 △94
（2）借用金 3,900 3,900 ―
負債計 254,126 254,031 △94

（＊）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除
しております。

（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計
上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他
有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区分 中間貸借対照表計上額

①非上場株式（＊1）（＊2） 126
②組合出資金（＊3） 16

（＊1）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する
適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月
31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりませ
ん。

（＊2）当中間会計期間において、非上場株式については減損処理
を行っておりません。

（＊3）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17
日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりま
せん。

２． 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可

能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しており
ます。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのう

ち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レ
ベル１のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを
使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用して
いる場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの
うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。

（1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
その他有価証券
国債・地方債等 10,943 2,344 330 13,618
社債 ― 13,963 1,415 15,379
株式 9,649 ― ― 9,649
その他 1,084 198 9,093 10,376

資産計 21,678 16,507 10,838 49,024

（2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金
融商品

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
貸出金 ― ― 196,830 196,830

資産計 ― ― 196,830 196,830
預金 ― 250,131 ― 250,131
借用金 ― 3,900 ― 3,900

負債計 ― 254,031 ― 254,031
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（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプ
ットの説明

資 産
（1）有価証券

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価
格を利用できるものはレベル１の時価に分類しております。
主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場

合にはレベル２の時価に分類しております。主に地方債、社
債がこれに含まれます。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等

の合計額を信用リスクなどのリスク要因を織り込んだ割引率
で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能で
あることからレベル３の時価に分類しております。
一部の事業債、外国債券及び投資信託については、第三者

等から入手した相場価格を時価としており、重要な観察でき
ないインプットが用いられております。
当該時価は、レベル３の時価に分類しております。

（2）貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基

づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等
を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。
このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映す
るため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時
価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等

については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値、又
は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高
を算定しているため、時価は中間決算日における中間貸借対
照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額
に近似していることから、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、返済期限を設けていないものについては、

返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似
しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており
ます。
当該時価はレベル３の時価に分類しております。

負 債
（1）預金

要求払預金については、中間決算日に要求に応じて直ちに
支払うものは、その金額を時価としております。また、定期
預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシ
ュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定して
おります。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用
する利率を用いております。
当該時価はレベル２の時価に分類しております。

（2）借用金
借用金については、約定期間が短期間（１年以内）であ

り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。
当該時価はレベル２の時価に分類しております。

（注２）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品のうちレベ
ル３の時価に関する情報

（1）重要な観察できないインプットに関する定量的情報

区分 評価方法
重要な観察
できない
インプット

インプット
の範囲

インプット
の加重平均

有価証券

その他
有価証券

私募債 割引現在
価値法 割引率 0.01％

―3.62％ 1.68％

（2）期首残高から期末残高への調整表、当期損益に認識した
評価損益

（単位：百万円）

期首
残高

当期の損益又は
その他有価証券
評価差額金 購入、

売却、
発行及
び決済
の純額

レベル
３の時
価への
振替

レベル
３の時
価から
の振替

期末
残高

当期の損益
に計上した
額のうち中
間貸借対照
表日におい
て保有する
金融資産及
び金融負債
の評価損益

損益に
計上

その他
有価証
券評価
差額金
に計上

有価証券
その他有価証券
地方債 646 ― △1 △314 ― ― 330 ―
私募債 1,541 △0 △3 △122 ― ― 1,415 ―
外国債券 1,398 0 1 △400 ― ― 1,000 ―
投資信託 5,966 △54 361 1,818 ― ― 8,092 ―

（3）時価の評価プロセスの説明
当行は総合企画部にて時価の算定に関する方針及び手続を

定めており、これに沿って時価を算定しております。算定さ
れた時価及びレベル分類については、時価の算定に用いられ
た評価技法及びインプットの妥当性を検証しております。第
三者から入手した相場価格を時価として利用する場合におい
ては、インプットの確認や当該商品のヒストリカルデータに
よる時価異常値確認等の適切な方法により、価格の妥当性を
検証しております。

（4）重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に
対する影響に関する説明
割引率はスワップ・レート等の基準金利に信用スプレッド

を上乗せした利率で算定しております。このインプットの著
しい増加（減少）は、時価の著しい低下（上昇）を生じさせ
ることとなります。

（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。

（持分法損益等）
１． 関連会社に関する事項

当行は関連会社がないため、「持分法損益等」の該当事項は
ありません。

２． 開示対象特別目的会社に関する事項
当行は開示対象特別目的会社がないため、「持分法損益等」

の該当事項はありません。

（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
経常収益 3,482百万円
うち役務取引等収益 238百万円
うち預金・貸出業務 102百万円
うち為替業務 90百万円
うち代理業務 27百万円
うち証券関連業務 11百万円
うち保証業務 5百万円
うち保護預り、貸金庫業務 1百万円

なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基
準」に基づく収益も含んでおります。
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（セグメント情報等）
【セグメント情報】

当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略して
おります。
【関連情報】
１．サービスごとの情報

当行は、銀行業として単一のサービスを提供しているため、
記載を省略しております。

２．地域ごとの情報
（1）経常収益

当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額
が中間損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を
省略しております。

（2）有形固定資産
当行は、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸

借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間損益計算書の経常収益の

10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略して
おります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する
情報】

該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

（１株当たり情報）
１． １株当たり純資産額
１株当たり純資産額 922.45円
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであ

ります。
純資産の部の合計額 20,132百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 ―百万円
普通株式に係る中間期末の純資産額 20,132百万円
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数

21,824千株
２． １株当たり中間純利益及び算定上の基礎
１株当たり中間純利益 31.38円
（算定上の基礎）

中間純利益 685百万円
普通株主に帰属しない金額 ―百万円
普通株式に係る中間純利益 685百万円
普通株式の期中平均株式数 21,825千株

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在
株式がないので記載しておりません。

（重要な後発事象）
該当事項はありません。
2024年度の中間財務諸表及び2025年度の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、太陽有限責任監
査法人の中間監査を受けております。
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